
麻薬施用者（麻薬管理者）＊麻薬小売業者＊業務廃止届を提出することで麻薬診療施設に１人も麻薬取扱者がいなくなる場合 ・麻薬取扱者業務廃止届（第3号様式）・麻薬所有量届（参考様式第2号） 麻薬無有 これ以上提出書類なし・麻薬譲渡届（参考様式第3号）・麻薬譲渡証の写し（第17号様式）・麻薬譲受証の写し（第16号様式）※所有する麻薬を譲渡せず廃棄する場合は麻薬廃棄届（第11号様式）を提出
15151515日以内日以内日以内日以内【【【【麻薬業務廃止時の流れ麻薬業務廃止時の流れ麻薬業務廃止時の流れ麻薬業務廃止時の流れ】】】】

麻薬廃棄届麻薬廃棄届麻薬廃棄届麻薬廃棄届覚せい剤原料廃棄届覚せい剤原料廃棄届覚せい剤原料廃棄届覚せい剤原料廃棄届①廃棄年月日②廃棄の場所③廃棄の方法上記①～③は空欄上記①～③は空欄上記①～③は空欄上記①～③は空欄にして奈良県薬務課薬物監視係宛に提出
薬務課に来課頂ける場合→廃棄届提出後、薬物監視係宛てに連絡を入れ、日程調整の上、廃棄日を予約する。廃棄当日は、廃棄する製品、帳簿を持参すること。※この場合、出来るだけご希望の日程に合わせ、速やかに廃棄を行います。麻薬業務所で廃棄する場合→薬務課職員が業務所へ伺います。この場合、廃棄日の確約が出来ませんので、廃棄まで数ヶ月要することがあります。

【麻薬、覚せい剤原料廃棄の流れ】

・業務廃止等に伴う覚せい剤原料所有数量報告書（参考様式第8号） 覚せい剤原料無有 これ以上提出書類なし・業務廃止等に伴う覚せい剤原料譲渡報告書（参考様式第9号）・覚せい剤原料譲渡証の写し（第10号様式の2）・覚せい剤原料譲受証の写し（第10号様式の3）※譲渡せず廃棄する場合は覚せい剤原料廃棄届（第11号様式の2）を提出
15151515日以内日以内日以内日以内【薬局廃止届を提出される場合】


